
公立大学法人の仕組みの概要 
 

 

大学の特性

知 事 地独法人評価委員会 認 証 評 価 機 関 

目標を設定

→目標の設定では大学
(法人)の自主性を考
慮 

学外者参画

人事一元化

→戦略的運営を実現 
→個性化を促進 

→大学運営に学外者が
参画、チェックが可能 
→県民・社会の意見を大
学運営に反映 

→知事の任命権を理事
長に移管 

○中期目標・計画の
案について意見 

○業務継続の必要性
等について意見 

○評価結果
を通知 

（学識経験者で構成す
る第三者評価機関） 

○理事長の任命 
○監事の任命 
 
○中期目標(６年)の制定（法人が原案） 
○中期計画(６年)の認可 
 
○運営費交付金等の交付 

○業績全体を総合評価 
 （経営面も評価） 

○教育・研究の状況
を専門的に評価 

学校教育法69条の３ 
（大学等の教育研
究に関する既存
の評価機関） 

 

情報の公開 

→県民への説明責任 

第三者評価 

→事後チェックを重視 
→予算配分に反映 

規制を緩和 

→予算・組織は大学
の責任で決定 

「役員」制 

→トップマネジメン
トを実現 
→民間的発想の経営
手法を導入 

非公務員型 

→弾力的な人事シス
テム 

公 立 大 学 法 人 

学 長 
(副理事長) 

Ａ理事（○○担当） 
Ｂ理事（○○担当） 
Ｃ理事（○○担当） 
・・・・・・・・ 

 

法人に設置 

理事長、副理事長、
その他の者 

 

大学ごとに設置 

学長、学部長、その他
の者 

学 長 選 考 会 議 

経営審議機関 教育研究審議機関 

（経営に関する重要事項を審議） （教育研究に関する重要事項を審議） 

監 事 

○任命 

（代表者） （代表者） 

教育研究への配慮 

→学長の選考方法 
→教育研究審議機関の
設置 

○任命 
理 事 長 

申出 


